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１ 逢初川源頭部の不安定土砂撤去・法面保護の実施状況

逢初川源頭部の土砂撤去工事（行政代執行）が完了します。

令和３年７月の土石流災害によりお亡くなりになられました方々の御冥福を心よりお祈りする

とともに、被災されました皆様にお見舞いを申し上げます。

今なお多くの方が避難生活を続けられている最中でありますが、熱海土木事務所では、被災し

た地域の安全を確保するため、逢初川の復旧や源頭部の不安定土砂の撤去を進めています。

行政代執行による逢初川源頭部の土砂撤去工事は、８月下旬までに完了する予定です。

土砂撤去工事完了（令和５年８月８日撮影）
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Ａ～Ｄブロック 土砂撤去工・法面緑化工完了

そ の 他 工事用道路の撤去・復旧工事実施中
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もっと詳しく知りたいときは・・・

※本紙にお示しした図や写真等は、現時点での計画であり、今後、関係者との協議等により変更する場合があります。
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２ 逢初川源頭部土砂撤去工事（行政代執行）における法面処理

土砂撤去後の法面の安定を図るため、緑化による法面保護と法面排水の整備を実施しました。法面

を緑化することで、雨水や流水による法面の侵食を防止します。

法面に降った雨水を集め、縦排水へ導く水路。
流水対応（流水に対して補強された）植生マットを使用。

小段排水で集めた雨水を法面下部へ流す水路。
流水対応植生マットに鋼製の網を被せて補強。
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植生マット：草木の種子や肥料を組み込んだ法面保護シート。
掘削した法面に貼り付けることで緑化を促進し、草木の根が張ることにより斜面を安定させる。
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植生基材吹付：草木の種子や肥料・土壌改良材等に水と客土を混合したものを法面に吹付ける工法。
植物が生育しにくい斜面を緑化しやすくし、草木の根が張ることにより斜面を安定させる。

法面緑化（地山部）

源頭部上部の施工状況
↓（令和５年７月21日撮影）


